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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　タイ王国は近年の急速な経済成長に伴い、一次エネルギー消費が年率約10％で伸長してきまし

た。一方で、一次エネルギーの多くを輸入に頼る同国にとって、エネルギー需要の管理は重要な

政策課題となっており、また地球温暖化ガス（GHG）排出抑制の観点からもその重要性は増してい

ます。こうした背景の下、同国政府は1992年に「省エネルギー促進法」を公布し、一定水準以上の

エネルギーを消費する工場・施設においては「エネルギー管理者」の配置を義務づけるなど、省エ

ネルギーの推進を図ってきました。しかしながら、同国におけるエネルギー管理者となる人材の

数・能力は不足しており、民間部門における省エネルギーは十分に進展していない現状にありま

す。

　このため、タイ王国政府は科学技術環境省エネルギー開発推進局（DEDP）の下に「エネルギー管

理者訓練センター」を開設し、同センターにおいてエネルギー管理者、及びその指導者の養成・訓

練を行うとともに、エネルギー管理者を対象とした資格試験制度を導入することを計画しました。

　これに符合して、我が国は2000年度の積極型環境保全協力事業として環境保全技術調査員〔第１

次～第３次〕をタイ王国に派遣し、プロジェクト方式技術協力事業としての実施可能性・協力内

容・詳細計画及び供与機材の内容について調査しました。今般、これら調査結果を踏まえて、

JICAタイ事務所にて討議議事録（R／D）の署名を取り交わしました。この結果、「タイ エネルギー

管理者訓練センター」プロジェクトを、2002年４月15日から３年間にわたって実施することとなり

ました。

　本報告書は、上記調査員による調査結果、協議結果を取りまとめたもので、今後のプロジェク

トの展開に広く活用されることを願うものです。

　ここに、これまで調査にご協力いただいた外務省、経済産業省、在タイ王国日本大使館など、

内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第で

す。
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１．プロジェクトの背景１．プロジェクトの背景１．プロジェクトの背景１．プロジェクトの背景１．プロジェクトの背景

１－１　対象開発課題とその現状

（１） 制度的枠組み

　タイ王国（以下、「タイ」と記す）における環境改善及び省エネルギー（以下、省エネと略す）に

関する政府の方針は、「国家社会経済開発計画」に記載されている。第５次計画（1982～1986）

において、省エネに係る政策とガイドラインが初めて明記されて以来、第７次計画（1992～

1996）では持続的開発を主題として、生活と環境の質の向上が重要課題として位置づけられ

た。それに引き続き、第８次計画（1997～2001）ではキャパシティビルディングの要素を取り

入れ、管理・運営能力の強化が謳われた。特に環境分野では、天然資源と環境保全管理が６つ

の重要政策の１つとして掲げられ、環境に係る効率的管理の向上が指摘されている。同様の内

容は、第９次計画（2002～2006）でも、７つの重要政策の１つに掲げられている。

　また、国家社会経済開発計画の当該政策を実現する施策として、国家エネルギー政策委員会

（NEPC）が「国家エネルギー開発計画」を策定する。そのなかでは、エネルギー開発目標として

生産量や輸入依存率の明確な目標値が設定されると同時に、エネルギーセクター開発戦略とし

て、目標値を達成するために各分野で取り組むべき課題が明記されている。

　タイにおける省エネの指針は、1992年より施行されている「省エネルギー促進法：The

Energy Conservation Promotion ACT（ENCON Act）」によって規定されている。同法律は科

学技術環境省（MOSTE）のエネルギー開発促進局（DEDP）を中心に起草され、施行後の監督は

DEDP内のエネルギー規制保全部（BERC）によって行われている。特にそのなかでは、指定工

場・ビル注１）は少なくとも１人のエネルギー管理者（PRE）を配置するように定められ、PREが

毎月のエネルギー消費・省エネデータをDEDPへ提出するとともに、機材の省エネに対応した

維持管理、省エネ計画の策定を担当する。

　また、省エネの促進をめざして、エネルギー促進基金（ENCON Fund）が省エネルギー促進

法の規定（Article24）として1992年に設置された。ENCON Fundの資金は、首相の決裁によ

るPetroleum Fundからの割り当てと、NEPCの決裁によるレートに基づいた石油業界からの

税金収入を中心に、民間企業からの電気使用追加徴収、政府補助金などで賄われる。ENCON

Fundの提供対象は指定工場・ビルと省エネ機器の生産者であり、省エネ促進の業務あるいは

投資を行う際に資金提供を申請できる。加えて、省庁や政府機関であっても、省エネに係る事

業を行う場合にはENCON Fundの資金が利用可能で、近年、指定工場・ビル以外からの応募

も受け入れられ始めた。さらに、ENCON Fundの効率的な活用をめざし、1994年にエネル

注１） 年間電力需要が1,000kwあるいは1,175kVA以上、または、電気と蒸気の需要が2,000万MJ以上必要な工場・
ビルを指す。
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ギー保全プログラム（ENCON Program）が設置された。それを受けて、ENCON Fund供与

の基準・条件・重点政策については、各省庁・部署の代表によって編成されるエネルギー促進

基金委員会（ENCON Fund Committee）がNEPCにプロポーザルを提出する形で決められる。

ENCON Programは表１－１のとおり、３つの事業分野に分けられる。基本的に、DEDPが

指定工場・ビルを管轄し、NEPOが住宅などの一般的な省エネを扱う。

（２） 対象開発課題とその現状

　タイのエネルギー需給状況は、DEDPから年間レポートとして公表されている。一方、2001年

５月にNEPCの事務局（NEPO）から発表されたエネルギーに関するデータベースによると、全

体の需給状況は図１－１、１－２のとおりとなる。通貨危機の影響で需給ともに1998年度は

減少しているが、それ以降はプラスに転じている。また消費の内訳から、天然ガスの消費量の

伸びが他に比べて大きいのがわかる。また、エネルギー消費の輸入依存率は図１－３のとおり

になる。電力の消費に関して分野別の消費量をみると、図１－４のとおりになる。

　エネルギー開発計画では、2001年までにエネルギーの国内生産成長率５％を維持し、輸入

依存率を75％以下に保つ目標が示されている。国内生産の成長率は1999年で4.8％、2000年で

7.1％であり、図１－３を参照しても数字をみる限り目標は達成されている。しかし、エネル

ギー輸入の増加率は1999年に5.7％、2000年に9.5％で、国内生産の成長率を上回る。近年、

輸入依存率が増加傾向にある点を踏まえても、タイではエネルギーの輸入依存度が依然として

高く、その低減が今後も国家的課題となる。

　これに対して政府は、供給サイドと需要サイド両面の改善が不可欠として、エネルギー開発

計画のなかでも省エネに関しては、以下の７項目を重要課題として位置づけている。

１．石油価格設定構造の見直し

２．電気に係る税率の見直し

表１－１　ENCON Programの内訳

事業形態 Compulsory Program Voluntary Program Complementary Program
対　　象 ･ Existing designated

factories and buildings
･ Designing or constructing

designated factories and
buildings
･ Existing non-designated

factories and buildings
• Government buildings

･ Renewable Energy and
Rural Industries
･ Industrial liaison
･ Research and

Development

･ Human Resources
Development
･ Public awareness

campaign
･Management and

Monitoring

担当機関 DEDP NEPO NEPO
出所：NEPO
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３．天然ガス価格とパイプライン税率設定のガイドライン作成

４．需要サイドの省エネ管理事業の実施

５．省エネに係る工業規格設定の早期実現（省エネラベル等）

６．省エネ技術情報センターの設立

７．広報活動の徹底

　図１－４から電力消費が工業分野で最も大きい点にかんがみ、需要サイドの改善として工業

分野での省エネ対策は欠かせない。その柱として省エネルギー促進法の施行が果たす役割は大

きいが、表１－２のとおりPREの選任率は法律施行から５年以上経過した今でも低い水準に

とどまる。また、PREを選任している指定工場・ビルでは複数のPREを登録する傾向がある

出所：NEPO（2001）

図１－１　タイのエネルギー供給

出所：NEPO（2001）

図１－２　タイのエネルギー消費

出所：NEPO（2001）

図１－４　分野別　電力消費量（2000年度）

出所：NEPO（2001）

図１－３　エネルギー輸入依存率
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ため、実際の選任率は表１－２をかなり下回ると予想される。したがって、その改善は緊急の

課題となっている。

　こうした背景には、省エネルギー促進法で指定工場・ビルに課せられた複雑な履行義務が影

響している。同法律は1992年より施行されているが、指定工場・ビルの詳細な履行義務を定

めたMinister Announcementが整備されたのは1996年であり、そのころから工場・ビルが指

定され始めた。基本的に、指定工場・ビルは図１－５にあるとおり、省エネに係る報告を３年

間のサイクルにのっとって行う義務がある。各々の監査報告書及び省エネプランの内容は

DEDP内の担当部局であるBERCによってフォーマット化されている。監査報告の作成は

DEDPに登録されたコンサルタント（Registered Consultant：RC）が指定工場・ビルからの外

部委託として担当し、監査報告の認証及び省エネプランの実施は指定工場・ビル内部のPRE

が担当するようMinister Announcementにて細かく規定されている。このほか、PREは指定

工場・ビルのエネルギー消費に関する年次報告をDEDPへ提出する義務がある。DEDPへ提出

された監査報告書は、現在13名の海外コンサルタント・RC・タイ学術関係者から構成される

信任コンサルタント（Accredited Consultant：AC）にそのレビューが委託される。省エネル

ギー促進法にかかわる利害関係者の相関を図１－６に示す。

　最終的に、DEDPによって監査報告書の認可が下りた時点で、指定工場・ビルに対して

ENCON Fundから報告書作成費を補填する資金が供与される（図１－５参照）。ENCON Fund

は、補助金と低利融資の２つに大別できる。補助金にあたるのが、上記監査報告書提出時の資

金供与であり、DEDPが申請受付として技術・経済評価による審査を行った結果をENCON

Fund Committeeへ提出する。一方、低利融資は政府系銀行が審査を実施したあと、商業銀行

から指定工場・ビルへ融資が行われた場合、利子分のみ基金から補給が行われる。

　このサイクルは、本来、指定工場・ビルでの省エネを促進するために設けられたが、省エネ

ルギー促進法の実質的な施行から５年が経過した現在でも、実際にこのサイクルを達成した指

定工場・ビルは１つもない。事実、2001年６月現在、監査報告の内容が比較的簡素な指定ビ

ルでは20のビルがDetailed Auditing Reportの認可をDEDPから得たが、指定工場にいたって

は、わずか数工場がPreliminary Auditing Reportの認可を得たにすぎない。また、指定工場

のDetailed Auditing Reportのフォーマットは、BERCにて現在検討中である。加えて、サイ

表１－２　PREの選任状況

企業数 工場・ビル数 PRE選任人数 選任率
指定工場 427 2,375 　887 37％
指定ビル 995 1,504 1,154 77％

出所：DEDP



図１－５　ENCON Actによる指定工場・ビルの履行義務
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図１－６　ENCON Actに係る相関図

－
6
－

D　　　　E　　　　D　　　　P

指定工場指定工場指定工場指定工場・ビル・ビル・ビル・ビル

R　　　　　　　　C
A　　　　　　　　C

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

P　　　　R　　　　E

契約

監査
認証

報告

認証

指導

委託

レビュー
登録

認可



－7－

クルが達成されていないために、指定工場・ビルによるENCON Fundの有効利用も実現され

ていない。

　現地調査における現状・問題分析の結果、①DEDPの人員不足などによるエネルギー監査報

告の認可・フォーマット化の遅延及びPRE認定作業の遅延、②PRE及びRCの知識不足による

低水準の報告書内容、③指定工場・ビルの技術者不足によるPREの人材不足といった問題が

相互に悪循環を生み出し、サイクルの達成を困難にしている点が明らかになった。この点で

は、PREの技術を向上させる方策が必要となるが、DEDPによるPRE研修には内容の柔軟性

の欠如、及び研修参加者の既得技術レベルの差異が問題としてある。有能なPREの人材育成

を行う枠組み改善も省エネ促進に係る重要課題として位置づけられる。

（３） 援助の意義

　タイの国家エネルギー政策では、エネルギーの輸入依存率を低減する一方、省エネを促進し

て需要サイドの統制を図る目標が明確に提示されている。また、省エネルギー促進法では、指

定工場・ビル内に配置されるPREが省エネの推進者として大きな役割を果たす理念が根本に

ある。しかし、中小規模の指定工場ではPREの知識・経験不足が大きな問題として残り、

PREの選任が進んでいない。一方、大規模の指定工場ではPREの技術レベルが高いにもかか

わらず、経営への発言力の欠如が問題としてあり、省エネルギー促進法にあるような省エネを

主導する立場には至っていない。

　省エネルギー促進法で規定されたサイクルを実現するには、監督機関であるDEDPの運営体

制を改善する必要もあるが、その前にPRE自体の技術レベルを向上させる必要がある。なぜ

なら、PREが認証するエネルギー監査報告の質が改善できれば、報告書を認可するDEDP側

の負担も自ずと軽減されるからである。指定工場・ビルでは既存のPRE研修内容に対する不

満が出ているが、DEDPの担当部局では研修内容を改善するに足る技術力・専門性不足が指摘

され、効果的な対応策が構築されていない。したがって、PREの研修・国家試験制度を整備

し、PREの能力向上をめざす本技術協力実施の意義は大きい。

　一方、日本の政府開発援助中期政策では、地球規模問題への取り組みの一環として環境保全

及び省エネの強化による持続可能な開発の促進が、重点課題として位置づけられる。また、省

エネを促進することでアジアのエネルギー消費を低減するのは、アジア地域の資源保障にも大

きく寄与する。したがって、タイの省エネを促す本技術協力の実施意義は、タイと日本の両国

にとって大きい。



－8－

１－２　過去の我が国経済協力との関係

　タイの省エネ分野に関し、我が国は1982年から1984年にJICAが実施した「省エネルギープロジェ

クト開発計画調査」に続き、1993年から1995年にかけて「省エネルギー計画アフターケア調査」を

行っている。アフターケア調査では、第７次タイ国家経済社会開発計画に基づき1992年４月に公

布された省エネルギー促進法に関する省エネ促進アクションプランの作成と、省エネ推進技術の

移転を目的としていた。

　タイ政府は、それぞれの調査における提言を受けて、省エネルギーセンター（ECCT）を設立した

り、省エネルギー促進法を制定したりするなど、着実に政策・制度を改善していった。

　それ以降の我が国経済協力との関係について、図１－７に示す。

　本案件は、1999年に実施されたGreen Aid Planの結果に基づき、2000年に通商産業省及び日本

貿易振興会（JETRO）が作成した「環境・エネルギー機関強化計画（EIIP）」内の提言に基づいて、

ECCTからJETROに提出された要請書が基本となっている（付属資料１）。
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２．調査・協議の経過と概略２．調査・協議の経過と概略２．調査・協議の経過と概略２．調査・協議の経過と概略２．調査・協議の経過と概略

（１） 積極型環境保全協力（アジア環境対策）環境保全技術調査員　2001年２月11日～２月17日

　フィリピン及びタイの地球温暖化ガス（GHG）排出につながるエネルギー消費状況、エネル

ギー政策と省エネ推進体制、民間企業における省エネへの取り組み状況などを、関係官庁・機

関、民間企業からヒアリングを行った。また、プロジェクト実施予定機関の組織・運営能力な

どを調査し、積極型環境保全協力のスキームによるプロジェクト方式技術協力の実施可能性を

検討した。

　この調査において、タイ国内の法制度に基づくPRE資格取得・研修受講などへの強制措置

と資格・研修制度の整備のタイミングに関し、どちらが欠けてもシステムが機能しないことを

確認した。よって、DEDPに対して資格取得・研修受講に関するregulationなりとも整備する

ことが本件プロジェクト実施の前提となる旨を申し入れたところ、DEDP総局長は、現行PRE

制度については国家試験制度の導入を少なくともMinister Announcementとして発表し、即

刻正式な法制化をめざすことを約した。

　しかし、法制化はタイの内政に関する事項であるため、本技術協力の範囲としては国家試験

制度の法制化を提議するまでにとどめる。

（２） 環境保全技術調査員（第２次）　2001年６月17日～６月30日

　プロジェクト実施予定機関の運営能力と協力体制、カウンターパート要員の能力などを調査

するとともに、プロジェクト方式技術協力としての基本的枠組み、技術移転内容、投入内容、

協力実施スケジュール、及びPDM等について協議を行い、結果を協議議事録に取りまとめ

た。

　この調査団で、プロジェクト関係者を集めてのワークショップを実施した結果、本技術協力

実施における重要項目として、以下の２点を確認した。

・国家試験制度の構築

・研修コースの整備

　指定工場・ビルでの省エネに対する認識はいまだに低く、PRE研修へ職員を派遣するイン

センティブがほとんどない。本技術協力では、国家試験制度と研修コースを１つのパッケージ

としてとらえ、研修コースへの参加意欲を国家資格取得と結び付けることで刺激する目的を有

する。したがって、本技術協力実施においては、国家試験制度を中心におき、研修カリキュラ

ムはあくまで資格取得をめざした内容を策定する。この点から、まず国家試験制度内容の確立

が協力の最優先課題と位置づけられる。
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　また、現地調査の結果、既存の研修は複数の分野が一括して扱われるとともに内容が初歩的

なため、異なる技能をもつ参加者に適合しないとの問題が出てきた。この点で、日本のエネル

ギー管理者制度と同じく、分野を電気及び熱に分類し、技術レベルで資格を２種類設ける国家

試験制度が最適な対応策として認識された。本技術協力では、日本の制度を基に、タイの現状

に適応した国家試験制度を構築する。研修内容は国家試験制度と整合性をもたせ、分野とレベ

ルで分類されたコースを用意する。また、機材の操作を含めた実践的研修を新たにカリキュラ

ムに組み込み、技術者の経験不足を補う。

（３） 環境保全技術調査員（第３次）　2001年９月23日～９月29日

　プロジェクト方式技術協力としての協力内容、協力実施スケジュール、PDM、PO、APO

及び供与予定機材の内容・仕様など、協力の詳細計画について調査・協議を行い、結果を協議

議事録に取りまとめた。供与予定機材の調達方法について情報収集も行った。

（４） 環境保全技術調査員（第４次）　2001年12月５日～12月14日

　プロジェクト実施予定現場での視察・測量及び実施予定機関との協議を通して、研修用ミニ

プラント設置場所の基本設計図を作成し、施設建築に関するアドバイスを行った。あわせて、

PO及びAPOの内容詳細をDEDPと協議して決定した。

（５） 実施協議（タイ事務所長が署名）　2002年４月11日
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案 件 名：タイ・エネルギー管理者訓練センタープロジェクト

対 象 国：タイ王国  実施地域：バンコク市

実施予定期間：2002年４月15日～2005年４月14日（３年間）

１．プロジェクト要請の背景
（１） タイは1980年代後半から1990年代を通じ急速な経済成長を遂げてきた。1997年、1998年は
通貨危機の影響からマイナス成長に陥ったものの、1999年には再び堅調な成長を回復し、2000年
の成長率は4.4％を達成している（表１）。こうした高い経済成長に伴い国内のエネルギー消費
も急速に伸びてきたが、一次エネルギーの約６割を輸入に頼るタイにとってエネルギー需要の
管理は重要な課題である。また、近年は地球温暖化の原因となるCO2排出抑制の観点からも、
その重要性は増してきている。

（２） タイ政府は国内のエネルギー需要抑制を目的として、1992年に「省エネルギー促進法（The
Energy Conservation Act）」を公布した。この法律によれば一定水準以上のエネルギーを消費
する工場及び施設は少なくとも１名のエネルギー管理者（PRE）を任命し、エネルギー消費の
記録や国への報告、また省エネの達成目標及び実施計画を策定することなどが義務づけられて
いる。しかしながら、タイではPREとなる人材の数・技能は不足しており、法律に沿ったエ
ネルギー管理が十分に進展していない現状にある。このため、1979年に国家資格による「エネ
ルギー管理士」制度を導入するなど、これまで省エネ政策を実施してきた経験を有する我が国
に対し、タイ政府は、PREの人材育成とその制度づくりを目的とした技術協力プロジェクト
を要請した。

表１　タイの実質GDP成長率と最終エネルギー消費実績

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
GDP成長率  9.0％  9.3％  5.9％ -1.4％ -10.8％ 4.2％＊１ 4.4％＊１

最終エネルギー
消費＊２

40,802 45,729 49,250 50,130 45,674 47,699 N.A.

対前年比増加率  8.4％ 12.0％  7.7％  1.8％ - 8.9％  4.4％ N.A.
出所：国家経済社会開発委員会（NESDB）、エネルギー開発促進局（DEDP）

　　　＊１推計値　　　＊２単位は石油換算キロ・トン（ktoe）

３．事前評価表３．事前評価表３．事前評価表３．事前評価表３．事前評価表

表２　タイの指定工場・ビルの数とPREの選任状況（2001年）

工場・ビル数 PRE選任人数 選任率
指定工場 2,375   887 37％
指定ビル 1,504 1,154 77％

出所：エネルギー開発促進局（DEDP）

（注）指定工場・ビルとは契約電力容量が1,000kw以上または設置変圧器が1,175kVA以上であるか、

　　　電気または蒸気の年間需要が2,000MJ（メガ・ジュール）以上の工場・ビルを指す。
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２．相手国実施機関
　科学技術環境省エネルギー開発促進局（DEDP）（以下「エネルギー開発促進局」）

３．プロジェクトの概要及び達成目標
（１） 達成目標
１）　プロジェクト終了時の達成目標
　高度な技術・能力をもったPREを育成できる環境が整備される。具体的には2005年まで
にPRE国家資格が産業界に認知・評価されることをめざす。

２）　協力終了後に達成が期待される目標
　タイの工場・施設のエネルギー管理が、省エネルギー促進法にのっとり効果的に実施され
る。具体的には2008年までにPREの選任率が80％になることや、70％の指定工場・施設か
ら省エネ報告書が提出されることを目標とする。

（２） 成果・活動
　上記（１）－１）のプロジェクト目標を達成するためには、エネルギー開発促進局に新設するエ
ネルギー管理者訓練センター（PETC）でのPRE研修コース及びその講師向け研修コースが整備
され、PREの国家資格試験制度が準備されることが成果として必要となる。具体的には以下
のとおり。
１）　PETCの開設と実施体制の確立
２）　PRE国家試験制度の準備
２）-１ 国家試験準備委員会が組織される。
２）-２ 国家試験実施要綱が策定される。
２）-３ 国家試験問題案が作成される。

３）　PRE国家試験研修コースの整備
３）-１ 国家試験を前提とした研修コースのカリキュラムが策定される。
３）-２ 座学・実習双方を含めた研修コース用の教材が準備される。
３）-３ 実習用の施設・機材が整備・維持管理される。

４）　同研修コースの講師の育成
４）-１ 講師向けの訓練カリキュラム・教材が準備される。
４）-２ 講師向け研修コースが実施される。

５）　PRE国家試験研修コースの実施
５）-１ 国家試験研修コースが実施される
５）-２ 国家試験（試行ベース）が実施される。

６）　PREの支援体制の提案
６）-１ PREの継続的な知識・技術向上の方法を企画・提案する。
６）-２ センターにおける省エネに関する最新情報の提供方法を企画・提案する。

（３） 投入（インプット）
１）　日本側
・長期専門家：４名（チーフアドバイザー、業務調整員、国家試験制度、研修コース）
・短期専門家：必要に応じて次の分野にて派遣（実習用機材据付・操作指導、試験運営、教
材開発、広報・普及など）

・研修員受入れ：約３名／年
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・機材供与：省エネ実習用ミニプラント（ボイラー、燃焼炉、コンプレッサーなどの機材を
含む）、講義用視聴覚機材、省エネ診断実習用計測機材（流量計、温度計、ガス分析器な
ど）　約１億9,000万円

・ローカルコスト負担：研修コース運営経費、教材作成費、セミナー開催費など
・総額　約４億4,000万円

２）　タイ側
・カウンターパート人員：22名（エネルギー開発促進局職員12名　タイ省エネルギーセン
ター職員10名）

・補助スタッフ：運転手、秘書
・施設：講義用研修施設、実習用施設、プロジェクト執務室
・ローカルコスト：研修コース運営経費、試験運営経費、人件費など　　約5,000万円

（４） 実施体制
　エネルギー開発促進局長がプロジェクトの総括責任者（プロジェクトダイレクター）となり、
同局の研修課長がプロジェクトの運営管理・技術責任者（プロジェクトマネジャー）となって、
プロジェクトの円滑な実施のための調整を図る。なお、研修課長は新設されるエネルギー管理
者訓練センターのセンター長を兼務する。
　また、研修課長を座長としてプロジェクトのワーキンググループを設置し、同グループには
エネルギー開発促進局内の関連部課（エネルギー規制保全部、エネルギー研究開発部、エネル
ギー協力室）及びタイ省エネルギーセンターのスタッフが参加し、それぞれの担当分野におい
てプロジェクトに協力する。日本人専門家はプロジェクトダイレクター、プロジェクトマネ
ジャー及びワーキンググループに対して専門的見地から指導・助言を行う。
　なお、タイ省エネルギーセンターは支援機関として特にロジスティックスの面において研修
コースの運営や国家試験の試行実施に協力する。

４．評価結果（実施決定理由）
　以下の点から本件協力の実施の妥当性は高いものと評価される。

（１） タイ政府は1992年に「省エネルギー促進法」を公布して以来、一貫した政策として省エネの
推進に取り組んでおり、1995年からは国家エネルギー政策委員会（NEPC）主導の下に「省エネ
ルギー促進プログラム（ENCONプログラム）」を実施し、企業への助成も含めた具体的な施策
を行ってきている。また、政府は2001年に地球温暖化防止のため、今後毎年300万t CO2のCO2

排出削減を行っていく目標を打ち出していることから（米国E n e r g y  I n f o r m a t i o n
Administration報告より）、省エネに対する政府の支援はますます高まることが予想され、政
策的観点からの本件協力の妥当性・自立発展性は高い。

（２） これまでのタイ政府による取り組みにもかかわらず、民間部門での省エネの実現が進まな
いのは、企業でエネルギー需要管理・省エネ計画の推進を担うべきPREの人材不足・技能不
足が大きな要因となっている。これは、PREの資格要件の標準化が不十分であることや、
PREの省エネに関する現場での知識の不足が原因となっている。したがって、タイのPREに
ついて国家試験による資格付与を行うことは、PREのレベル向上に貢献するとともに、国家
資格付与によるプレゼンスの向上から企業での権限強化や資格を取得する人材の増加にもつな
がることが期待される。また、国家試験に合わせて実習を含めた研修コースを導入すること
は、PREの現場レベルでの知識・技能の向上につながり、企業の省エネ計画の具体的な推進
に貢献することが期待される。このように制度的観点からも本件協力の妥当性は高く、インパ
クトも大きいと予想される。
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（３） タイの一次エネルギーの約70％は依然として石油であり、2001年における石油の海外依存
度が約75％であることを考慮すると、国際市況に大幅な変化がない限り、省エネの推進によ
る同国の経済的便益、あるいは民間企業の財務的便益は大きいと判断される。したがって、省
エネ促進を上位目標とする本件協力は経済的・財務的観点からも妥当性は高く、インパクトも
大きいと予想される。

（４） タイの「省エネルギー促進法」は我が国の「エネルギー利用合理化に関する法律（省エネルギー
法）」の影響を強く受けており、1982～1984年にJICAが実施した開発調査「省エネルギー開発計
画調査」による提言に沿って策定された経緯がある。また、1993年にJICAが実施した「省エネ
ルギー計画アフターケア調査」では、長期的課題として国家資格による「エネルギー管理士」制
度の導入を提言している。したがって、本件協力は我が国によるタイの省エネ政策の制度づく
りに対する協力の一環として位置づけられ、その実施の意義は高いと判断される。

５．外部要因リスク（外部条件）
（１） 「省エネルギー促進法」に基づく常勤のPREの配置は、民間企業にとって人件費のコストを
伴うものであるため、かかるコストが省エネ実現による便益に見合わない場合、PREの配置
が進まない可能性がある。

（２） 一次エネルギー（石油、天然ガスなど）の価格が国際市況の変化により大幅に低落した場合、
一時的に省エネ政策や民間セクターの省エネに向けたインセンティブに影響が出る可能性があ
る。

６．今後の評価計画
（１） 今後の評価に使う指標
　本件プロジェクトは、高度な技術・能力を有するPREが育成される環境・制度づくりが協
力目的であり、具体的には国家試験制度及びそれを前提とした研修コースの導入準備が整うこ
とが成果となる。したがって、これに関連する以下の指標が各々の段階の評価に用いられるこ
とが予定される。
１）　国家試験制度関連
１）-１ 国家試験実施要綱の作成・公表の有無
１）-２ 国家試験委員会の設置・運営の程度
１）-３ 作成された国家試験問題案の数

２）　国家試験研修コース関連
２）-１ 国家試験研修コースカリキュラム作成の有無
２）-２ 国家試験研修コース教材の有無
２）-３ 講師向け研修カリキュラムの有無
２）-４ 講師向け研修教材の有無
２）-５ 講師向け研修の実施回数（１回以上）
２）-６ 国家試験研修コースの実施回数（１回以上）

（２） 評価スケジュール
　実施期間中（2003年10月ごろ）、終了前（2004年10月ごろ）、及び終了後（2008年ごろ）に評価
を実施予定。
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４．配慮事項４．配慮事項４．配慮事項４．配慮事項４．配慮事項

　本技術協力の事前調査における現状分析において、民間からの意見は総じて指定工場の経営者

レベルが省エネに対する問題意識が低い点を指摘した。特に、PREの地位が低く専任の役職とな

り得ない問題、省エネに対する投資の認可が下りない問題、省エネルギー促進法を遵守しない場

合の罰則規定が実施されていない問題などがあげられた。本技術協力では、PREを国家資格とし

て格上げし、指定工場内での地位及び認識を高める目的があるが、指定工場での省エネに対する

認識を直接的に改善するような活動は含まれていない。したがって、指定工場が抱える経営レベ

ルでの諸問題を外部要因として十分配慮し、技術協力内容との調整を図る必要がある。この点で

は、GTZが行った類似案件では経営者レベルの職員に対する省エネ研修を構築しており、当該案

件の成果との協調にも配慮する必要がある。

　次に、現行のPRE研修コースは無料で提供されている。しかしその反動として、研修コース実

施者の選定は、経費を最も少なく見積もった機関が入札する状況にあり、実施者の能力を考慮し

た審査が行われていない。カウンターパート側は、今後も研修コースを無料で提供する方針であ

るが、そのために実施者の質が低い問題が改善されない可能性も残る。この点で、現行の実施者

の選定基準を見直し、必要であれば研修コースを低額であっても有料とする選択肢にも配慮する

必要がある。カウンターパート側が、今後も研修を外部へ委託する方針にある現状にかんがみて

も、研修実施が民間から興味を引く市場になるよう配慮が必要である。

　最後に、省エネルギー促進法の規定によると、エネルギー監査報告はRCが作成するよう定めら

れているが、実際に高い技術レベルを有する職員のいる指定工場では、PRE自身に監査報告を作

成させて経費節減を図りたい意向が強く、制度的問題が認識された。同法律を監督するBERCにお

いても、この点については今後柔軟性をもたせる余地があるとの指摘があり、PREの地位を向上

させるには、現行制度の見直しにも配慮が必要である。例えば、RCの登録基準を本技術協力によ

り構築されるPRE資格保有者とすると同時に、監査報告書の作成者をPRE資格保有者と規定する

ことで、監査報告の作成をRCに委託するのか、あるいは自社工場でPREに任命された職員にする

のか、指定工場が選択の幅を得られる規定を設けることが可能になる。ちなみにRCの登録基準に

ついては、現在BERCが改訂作業中である。この点も本技術協力の活動範囲ではないが、BERCと

の調整をもち、可能であればエネルギー監査報告の作成者を見直す配慮が必要である。





付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．要請書（タイ事務所発公電MI 1157　2000.11.13付け）

２．環境保全技術調査（アジア環境対策）帰国報告会資料

３．環境保全技術調査（第２次）帰国報告会資料及びミニッツ

４．環境保全技術調査（第３次）帰国報告会資料及びミニッツ

５．環境保全技術調査（第４次）帰国報告会資料

６．実施協議（R／D署名）に関するJICAタイ事務所からの公電及びR／D

　　（TI／MI 004　2002.4.12付け）

７．Energy Conservation Promotion Act
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